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１．自己紹介

• 2006年に地域の仲間と誰でも、加入できる

ユニオンをたちあげた。

• 派遣労働者や技能実習生からの生活、労働

相談は、年に100件余りある。

• 相談内容は、未払い賃金、人権侵害、在留

資格から生活相談まで多岐にわたる。

• ベトナム、中国、インドネシア、ミャンマー

バングラディッシュなど多様な国の労働者が

ユニオンに参加、多国籍労働組合になっ

ている。

• 福山市霞町4丁目1-25 084-928-5055



2．岡山県内の外国籍労働者①
・2024年12月末時点、岡山県内の外国人数は、38,886人。

・全国総数は、3,768,977人。

出典 2024年10月末時点 岡山労働局



2．岡山県内の外国籍労働者②

・岡山県の外国籍労働者は全国19番目、増加傾向にある。

出典 2024年10月末時点 岡山労働局



3．外国人技能実習制度とは

①技能実習制度の趣旨技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、

技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、その開発途上国等の経済

発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度。

②これまでは「出入国管理及び難民認定法」（昭和 26 年政令第 319

号。）とその省令を根拠法令として実施されてきたが、2017年の技能実

習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が 制定され

た。



③「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならな
い」（技能実習法第３条第２項）と明記されている。

④2025年3月7日時点で、91職種168作業 全国で約47万人。特定技能1号
16分野、全国で約33万人。 2号は11分野、全国で約3千人。外国人労働
者は約230万人。

⑤技能実習生は労働者として、日本人労働者と同様に労働関係法令の適
用を受け、保護される。

⑥特定技能は、2019年4月1日よりスタートした外国人労働者を受け入れ
る制度。





4．相談事例

⑴退職強要

 相談者：ベトナム人技能実習生 21歳

技能実習2号ロ、食品加工

 実習実施者：I株式会社（広島）

 監理団体：A事業協同組合(山口)

➢ 概要

• スーパーの総菜部門で働いている。総菜部門の責任者から度々叱責を受けてい

る。作業内容が実習生に十分伝わっていないことなどコミュニケーション不足

に原因がある。また、技能実習生への対応に公平性が欠けている現実もある。

本人は、職場の改善を要求している。

• 団体交渉は、断続的に行っている。 8



⑵解雇

 相談者：中国人技能実習生 39歳 技能実習1号ロ とび職

 実習実施者：K建設株式会社(広島)

 監理団体：A協同組合(広島)

➢概要

• 日本語ができない、作業指示に従わないなどを理由に解雇された。解
雇通知書はない。⇒不当解雇。

• 本人は、解雇理由に納得がいかないこと、日本で働きたいという希望
が強く転籍希望。

• 団体交渉の結果、解雇を撤回して謝罪した。また、本人が転籍希望だ
ということで、監理団体と交渉し、その結果、東京の会社に転籍する
ことになり、現在技能実習を再開している。

• 生活支援、転籍は、監理団体が行った。



⑶パワーハラスメント

• 相談者：フィリピン人技能実習生5人。技能実習2号ロ(1人)、1号ロ(4人)

建築板金ーダクト板金

• 実習実施者：有限会社S工業(福岡)

• 監理団体：A協同組合(広島)

➢概要

• 日本人労働者から暴言などのパワハラを受け、会社を飛び出て、組合に保護を求
めてきた。また、仕事がないときは、社長宅の草取りをやらされた。⇒実習計画
齟齬。

• 団体交渉では、パワハラは全面否定。実習計画齟齬は認めた。また、計算ミスに
よる未払い賃金分は認め、支払った。

• 社長は、団交出席を拒否。代理人弁護士対応⇒不当労働行為の疑い。

• 5人は、転籍希望で組合が保護。4人は転籍・技能実習再開。1人は帰国。
10



⑷セクシャルハラスメント

• 相談者：ミャンマー人技能実習生 24歳 技能実習2号ロ 介護

• 実習実施者：有限会社S(広島、本社は岡山)

• 監理団体：協同組合F(広島)

➢概要

 本部長からセクハラを受ける。実習生が抗議、謝罪文を請求した。口頭で謝
罪をしたものの不誠実な態度に終始した。

 帰国か退職かを迫られ、退職願いを書いた。7月10日退職となった。

 8月10日、特定活動への在留資格変更申請。受理され、介護施設で就労中。

 本人の希望は、謝罪文の作成と転籍。

 団体交渉の結果、謝罪と補償を勝ち取った。
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５．相談活動の流れ

⑴ 相談受付

• 当事者、労働組合、NPOなどの支援団体、行政など。

• 聞き取りー事実関係、証拠の有無、メモの作成。

• 相談者に労働者の権利、法制度についての説明。

• 労働組合の法的位置づけ、役割をわかりやすく説明、加入の必要性を伝え
る。

• 相談者とのネットワークの作成。フェイスブック、ライン、メールなど。

⑵ 相談者の保護

• 相談者は、時に会社(寮)を離れる―生活困窮に陥る。

• ユニオンのシェルターに保護する。生活支援をする。

• 相談者の会社、監理団体、在留資格などの基礎情報を聞く。

• 相談者の困りごと、要求を聞き取り整理する。



⑷ 相談者の安全確保

• 会社、監理団体に連絡。実習困難、失踪の否定。

• 入管、外国人技能実習機構に連絡。住民票の転出入届。

• 労災、病気、妊娠・出産事案であれば医療機関との連携。

• ハローワークに連絡、失業保険の申請。

６．聞き取りについて

⑴ポイント①

• 時系列に沿い事実関係を明らかにする。(5W1H)

• 人権侵害、違法行為があるかを確認する。

• 相談者がどうしたいのかを聞く。

• 交渉の内容、方向性を相談者に理解してもらう。

• 整理した情報を、通訳者、支援者と共有する。



⑵ポイント②

• 傾聴、共感、信頼

• 相談者の意思や考えを尊重すること。感情面の配慮。

• 国籍、性別、民族、人種、在留資格の種別・有無にかかわらず、すべての
人の基本的人権と労働者の権利の尊重

• 必要な情報を適宜提供する。労働者の権利、在留資格に関わること、外国
人技能実習制度、雇用保険の受給など。

• 相談者との信頼関係の形成。

７．仲間づくり①

• 組合行事、省庁交渉への参加。

• 各国料理、食事交流。日本語教室への参加。

• 支援団体、労働組合、宗教団体、法律家、議員などとの連携。

• 共に闘う協力者としての通訳者



７．仲間づくり②

フィリピン人技能実習生送別会

バングラディッシュ料理

フィリピン料理



８．技能実習制度から育成就労制度へ

⑴福山ユニオンたんぽぽには、技能実習生らから間断なく相談が入って
くる。未払い賃金、暴力・ハラスメント、劣悪な労働環境、在留資格、
転籍、妊娠・出産など様々な相談内容。

⑵過酷な労働条件の中で働く外国人労働者への共感は、私たちの基本的
な人権、労働条件を守ることでもある。

⑶国際的(国連人種差別撤廃委員会など)な批判があり、労働法令違反、
人権侵害が多発する外国人技能実習制度は一日も早く廃止し、新たな外
国人労働者を受け入れる制度を創設することが求められている。労使対
等原則が担保された多民族・多文化共生社会への移行が緊要な課題であ
る。
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⑷私たちの社会は、もはや外国人労働者抜きには成り立たなくなっている。
日本社会は、移民社会と言っても過言ではない。

⑸外国人労働者は地域の隣人であり、働く仲間である。移民政策は世界共通
の課題。まやかしの技能実習制度を廃止し、まっとうな移民政策をとるべき
だ。法務省は、有識者会議を組織し、技能実習制度を廃止し、特定技能も含
む新たな制度として2027年から育成就労制度が施行する。

⑹一人の市民、労働者として受け入れよう。市民権を認める。法整備、地方
自治体の支援体制(相談窓口など)の整備、NPOなど支援団体、ボランティア
との連携の必要性。

⑺相手の文化や生活習慣を知ることから始めよう。言語、生活習慣、産業構
造(働き方)などの違いが前提。そのうえで違いを認め交流を深めよう。
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９．まとめ

• 過酷な労働条件のなかで働く外国人労働者への共感は、私たちの基本的な人
権、労働条件を守ることでもある。基本的人権の尊重、人権意識の形成。

• わたしたちの社会は、もはや外国人労働者抜きには成り立たなくなっている。
日本社会は、現実的には移民社会となっている。政策の立ち遅れ。外国人を
受け入れる社会の仕組みを作ることが肝心。

• 外国人労働者は、地域の隣人でもあり、働く仲間である。移民政策は世界共
通の課題。まっとうな移民政策を構築する必要がある。労使対等原則の担保。

• 1人の生活者、労働者として受け入れる。市民権を認めるなど法整備が必要。
地方自治体の支援体制(相談窓口など)の整備、NPOなど支援団体との連携も
必要。



ご清聴ありがとうございました。
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